
全国的なサポート体制の整備及び

補助金の活用状況・省力化投資の実績について

２０２６年４月

中小企業庁
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全国的なサポート体制の整備について

① 省力化ナビ（中小機構Webサイト）を活用したプッシュ型支援

② 商工会・商工会議所による専門家派遣

③ 生産性向上支援サポーターの伴走による専門的支援

• 2026年3月26日 サービス開始
• 開発したツールは中小機構Webサイトに掲載
• 業界団体・商工会・商工会議所・金融機関・中小企業団体中央会等が周知し（例：商工会議
所の経営指導員が、巡回指導中に、事業者にツールを紹介）、省力化ナビ活用を促進

• 2026年4月1日 47都道府県のよろず支援拠点に生産性向上支援センターを開設
• 約500名のサポーターの体制で、年間4000事業者程度へ支援を行うことを想定

• 2026年２月頃～ 支援開始
• 商工会・商工会議所から派遣された専門家が省力化ナビの活用を支援
• 専門家延べ約800名の体制で、年間４万件程度の支援を想定
• 専門家としては、中小企業診断士や社労士など、省力化・賃上げに強い人材を想定

省力化のきっかけ作り、
簡易的な支援

専門的な支援



飲食業, 3,409 

宿泊業, 312 

小売業, 3,667 

理容業、美容業、クリーニング業, 1,026 

冠婚葬祭業, 40 

自動車整備業, 1,749 

ビルメンテナンス業, 86 

警備業, 80 

中小製造業, 1,759 

食品製造業, 372 

運輸業, 627 

建設業, 7,494 

その他, 16,505 

飲食業, 255 宿泊業, 47 小売業, 285 理容業、美容業、クリーニング業, 23 

冠婚葬祭業, 7 

自動車整備業, 126 

ビルメンテナンス業, 31 

警備業, 5 

中小製造業, 3,033 

食品製造業, 522 

運輸業, 62 

建設業, 1,562 

その他, 3,983 

省力化投資補助金、デジタル化・AI導入補助金の活用状況

• 2025年4月1日～2026年2月28日の間に、省力化投資補助金、デジタル化・AI導入補助金に採択された

事業者の業種別採択件数は以下のとおり。省力化投資の実績額は約4,877億円。

省力化投資の実績額：約3,610億円 省力化投資の実績額：約1,267億円

省力化投資の実績額：約4,877億円

省力化投資補助金 採択件数割合（業種別）
※カタログ注文型・一般型合算

デジタル化・AI導入補助金 採択件数割合（業種別）

（補足）「省力化投資の実績額」は事業者が補助事業申請時に事業総額として記載した金額を指す。
（補足）中小製造業の採択件数は日本標準産業分類（令和５年総務省告示）における「大分類 E 製造業」から「中分類 09 食料品製造業」及び「中分類 10 飲料・たばこ・飼料製造業」を除いて集計。

(n=9,941)
(n=37,126)

うち、繊維業・プラスチック製品製造
業・素形材産業については496件

うち、繊維業・プラスチック製品製造
業・素形材産業については330件
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（参考）全国的なサポート体制の整備に関する施策チラシ

（掲載先）shoryokuka_navi.pdf

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/support/shoryokuka_navi.pdf
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（参考）全国的なサポート体制の整備に関する施策チラシ

（掲載先）yorozu_shien_center.pdf

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/network/download/yorozu_shien_center.pdf


（参考）省力化投資補助金について

• 人手不足解消に効果のある「省力化投資」を後押しする補助金。

• カタログ形式による簡易で即効性のある支援を行う「カタログ注文型」と、事業者それぞれの業務に応じたオーダーメイ

ドによる省力化投資を幅広く支援する「一般型」の２類型を措置。
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• 令和7年の経済対策において、一般型については補助率の実質的引き上げ、カタログ注文型については

補助上限額の引き上げ等の支援拡充を実現。

➢ 補助金額が1500万円を超える部分については、中小企業・小規模事業者ともに補助率が1/3となっていた
が、今後は1500万円を超える部分についても1500万円までの補助率（1/2もしくは2/3）と同様とする。

 ⇒ 実装済

【一般型】

➢ 補助上限額については、従業
員規模が小さい事業者を引き
上げ。⇒ 実装済

【カタログ注文型】

事業者 一律

中小企業 1/2（2/3）

小規模事業者／再生事業者 2/3

事業者 補助金額1500万円まで 1500万円を超える部分

中小企業 1/2（2/3） 1/3

小規模事業者／再生事業者 2/3 1/3

従業員数
現行：補助上限額

(大幅な賃上げを行う場合）
引き上げ後：補助上限額

(大幅な賃上げを行う場合）

5人以下 200万円
（300万円）

500万
（750万）

6人～20人以下 500万円
（750万円）

750万
（1,000万）

21人以上 1,000万円
（1,500万円）

1,000万
（1,500万）

現行 改訂後

（参考）省力化投資補助金について



（参考）省力化投資補助金（カタログ注文型）の活用事例

（掲載先）https://shoryokuka.smrj.go.jp/pr_tool/
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https://shoryokuka.smrj.go.jp/pr_tool/


（参考）省力化投資補助金（一般型）の活用事例

（掲載先）https://shoryokuka.smrj.go.jp/ippan/grant_adoption/
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（参考）デジタル化・AI導入補助金の概要（令和7年度補正）

• 中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、デジタル化やＤＸ等に向けたAIを含むITツール（ソ
フトウェア、サービス等）の導入を支援する補助金。

• 令和7年度補正予算事業から、「デジタル化・AI導入補助金（旧：IT導入補助金）」と名称を変更。

インボイス枠

補助上限

補助率

対象経費

活用
イメージ

通常枠
複数者連携

デジタル化・AI導入枠 電子取引類型

商店街など、複数の中小・
小規模事業者で連携して

ITツール等を導入

(a)インボイス枠対象経費：
同右

(b)消費動向等分析経費：
 50万円×グループ構成員数

(a)+(b）
合わせて3,000万円まで

(c)事務費・専門家費：200万円

セキュリティ
対策推進枠

ITツールを導入して、
業務効率化やDXを推進

ITツール等を導入して、
インボイス制度に対応

発注者主導でITツー
ルを受注者に共有し、
取引先のインボイス

対応を促す

サイバーセキュリティ
対策を進める

ITツール：
１機能：～50万円
２機能以上：～350万円

PC・タブレット等：
～10万円
レジ・券売機等：
～20万円

～350万円 5万円～150万円

(a)インボイス枠対象経費：
同右

(b)・(c)：2/3

～50万円以下：3/4
(小規模事業者：4/5)

50万円～350万円：2/3

ハードウェア購入費：1/2

クラウド利用料
（最大2年分）

サイバーセキュリティ
お助け隊サービス
利用料
（最大2年分）

中小企業：2/3

大企業：1/2

中小企業：1/2
中小企業：1/2

小規模事業者：2/3

ITツールのプロセス数が
1～３つまで：
5万円～150万円

4つ以上：
150万円～450万円

ソフトウェア購入費、クラウド利用料（最大2年分）、
導入関連費（保守運用やマニュアル作成等のサポート費用と、

IT活用の定着を促す導入後の”活用支援”）も対象

ハードウェア購入費

インボイス対応類型

単独申請可能なツールの拡大

最低賃金近傍の事業者：2/3

(令和6年10月から令和7年9月の間で、
「当該期間における地域別最低賃金以上
～令和7年度改定の地域別最低賃金未
満」で雇用している従業員が全従業員
30％以上である月が3か月以上であること
を示した事業者。）
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